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７
月
は
県
産
品
奨
励
月
間
で
、
県
産

品
ア
ピ
ー
ル
の
た
め
各
種
事
業
が
実
施

さ
れ
ま
す
。
こ
の
機
会
に
県
産
品
の
良

さ
を
再
認
識
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
以
上
に

愛
用
し
ま
し
ょ
う
。

【
問
合
せ
】

　
沖
縄
県
商
工
労
働
部
も
の
づ
く
り
振
興
課 

　
☎
8
6
6-

2
3
3
7　
　

　
沖
縄
県
工
業
連
合
会 　

　
☎
8
5
9-

6
1
9
1

　

沖
縄
県
で
は
事
業
主
向
け
の
雇
用
支

援
制
度
と
し
て
無
料
相
談
窓
口
の
設
置
、

巡
回
相
談
、
セ
ミ
ナ
ー
、
電
話
相
談
に

社
会
保
険
労
務
士
が
対
応
し
ま
す
。

お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
対
象
】
事
業
主
、
創
業
予
定
者

【
時
間
】
9
時
〜
17
時 

（
土
日・
祝
日
を
除
く
、12
時
〜
13
時
は
昼
休
み
）

【
問
合
せ
】

　

グ
ッ
ジ
ョ
ブ
セ
ン
タ
ー
お
き
な
わ      

（
グ
ッ
ジ
ョ
ブ
相
談
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
）

　
☎
９
４
１-

２
０
４
４

　
〜
期
限
延
長
の
お
知
ら
せ
〜

　

熊
本
県
に
住
所
ま
た
は
事
業
所
を
有

す
る
方
は
、
申
告
・
申
請
・
請
求
そ
の

他
書
類
（
審
査
請
求
に
関
す
る
も
の
を

除
く
）
の
提
出
、
ま
た
は
納
付
（
納

入
）
の
期
限
が
平
成
28
年
4
月
14
日
以

降
に
到
来
す
る
場
合
、
そ
の
期
限
を
延

長
し
ま
す
。

　

延
長
後
の
期
限
は
確
定
次
第
、
西
原

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

〜
沖
縄
県
新
規
就
農
相
談
会
〜

【
日
時
】
7
月
3
日（
日
）

　
12
時
30
分
〜
16
時
30
分

【
場
所
】

　
南
風
原
町
立
中
央
公
民
館　
黄
金
ホ
ー
ル

【
内
容
】

　

農
業
法
人
等
に
よ
る
研
修
・
就
農
の

　

相
談
。
ま
た
、
農
業
関
係
機
関
が
一

　

同
に
集
ま
り
、
農
業
を
始
め
る
た
め

　

に
必
要
な
情
報
提
供
や
ア
ド
バ
イ
ス

　
を
行
い
ま
す
。

【
問
合
せ
】

　
沖
縄
県
新
規
就
農
相
談
セ
ン
タ
ー

　
☎
8
8
2-

6
8
0
1

　

犯
罪
や
非
行
の
防
止
と
、
罪
を
犯
し

た
人
た
ち
の
更
生
に
つ
い
て
理
解
を
深

め
、
犯
罪
の
な
い
明
る
い
社
会
を
築
こ

う
と
す
る
全
国
的
な
運
動
と
し
て
「
第

66
回
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
大
会
」が
、

左
記
の
と
お
り
開
催
さ
れ
ま
す
。

【
日
時
】
7
月
21
日（
木
）14
時
〜

【
場
所
】
宜
野
湾
市
立
中
央
公
民
館

　
2
階
集
会
場（
宜
野
湾
市
民
会
館
内
）

【
問
合
せ
】

　
総
務
部
総
務
課　
広
報
係　

　
☎
9
4
5-

5
0
1
1

　

全
て
の
町
民
及
び
事
業
所
が
そ
れ
ぞ

れ
の
地
域
の
環
境
美
化
に
関
心
を
持
ち
、

道
路
、
排
水
、
河
川
等
の
共
同
清
掃
作

業
を
行
う
こ
と
に
よ
り
「
道
路
、
排
水
、

河
川
愛
護
の
心
」
を
高
め
る
こ
と
を
目

的
と
し
ま
す
。

【
日
時
】
7
月
22
日（
金
）9
時
〜
11
時

【
共
同
作
業
実
施
箇
所
】

（
1
）町
道
内
間
小
那
覇
線　

（
2
）小
波
津
川
2
級
河
川

【
主
催
】西
原
町

【
共
催
】

　
西
原
町
産
業
通
り
会
、

  

（
社
）西
原
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

【
問
合
せ
】

　
建
設
部
土
木
課　
庶
務
係　
　

　
☎
9
4
5-

4
4
1
5

第
66
回「
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
」

大
会
に
つ
い
て

【
日
時
・
場
所
】

　
西
原
町
中
央
公
民
館
大
ホ
ー
ル　

　
7
月
26
日（
火
）、

　
8
月
2
日（
火
）、9
日（
火
）

　

西
原
町
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー
大
広
間

　
７
月
28
日（
木
）、
8
月
4
日（
木
）

※
時
間
は
全
て
20
時
〜
22
時　

【
定
員
】
50
人

【
申
込
期
間
】

　
７
月
8
日（
金
）〜
７
月
22
日（
金
）　

　
土
日
・
祝
日
を
除
く
8
時
30
分
〜

　
17
時
15
分（
昼
休
み
を
除
く
）　
　
　

【
申
込
方
法
】

　

所
定
の
申
込
用
紙
（
西
原
町
民
体
育

　

館
・
西
原
中
央
公
民
館
等
で
配
布
）

　

に
記
入
の
上
、
西
原
町
民
体
育
館
ま

　

で
直
接
持
参
す
る
か
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
お
申

　
込
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】

　
西
原
町
民
体
育
館

　
☎
９
４
５-

８
０
９
５　

　
Ｆ
Ａ
Ｘ
９
４
５-

８
０
９
６

【
募
集
期
間
】

　
7
月
1
日（
金
）〜
7
月
22
日（
金
）

【
コ
ー
ス
】
加
工
販
売
実
務
科

【
訓
練
期
間
】

　
9
月
1
日（
木
）〜
11
月
30
日（
水
）

【
募
集
対
象
】

　
身
体（
内
部
障
害
）、
知
的
、
精
神
、

　
発
達
、
そ
の
他（
高
次
脳
機
能
障
害
、

　
難
病
等
）

【
場
所
】
宜
野
湾
市

※
受
講
料
無
料（
た
だ
し
テ
キ
ス
ト
代
、

　
保
険
料
な
ど
は
自
己
負
担
）

【
問
合
せ
】

　
具
志
川
職
業
能
力
開
発
校

　
☎
9
7
3-

6
6
8
0

・
消
防
職
Ⅲ（
※
語
学
資
格
）

【
採
用
予
定
人
員
】
若
干
名

【
第
1
次
試
験
】
9
月
18
日（
日
）

　

詳
細
は
、
沖
縄
県
東
部
消
防
組
合　

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
↓

　

重
要
な
お
知
ら
せ
）
で
ご
確
認
く
だ

　
さ
い
。

【
問
合
せ
】

　
東
部
消
防
組
合
総
務
課

　
☎
9
4
5-

2
2
0
0

あ
た
た
か
い
お
心
遣
い
に
、
深
く
感
謝

申
し
上
げ
ま
す
。

♥
西
原
町
管
工
事
協
同
組
合（
呉
屋
博
幸

理
事
長
）よ
り
、
西
原
町
人
財
育
成
会
に

10
万
円
の
寄
付
が
あ
り
ま
し
た
。

※匿名での相談も可。電話相談にも応じています。また、時

　間外は留守番電話またはFAXで受け付けます。

※予約優先
時間／10時～16時（12時～13時を除く）
月／福祉相談【宮良 律子】･･･生活のための手段や生活費に

　　関する相談

火／障害福祉なんでも相談【儀間 優子】･･･障害のある方や、

　　発達が気になる方、その家族などが抱える悩み・困りご

　　とに関する相談

水／法律相談【垣花 豊順（弁護士）】･･･法律に関するあらゆ

　　る相談（※相談時間：13時～16時）

木／消費生活相談【大城 恵美】･･･衣食住に係るすべての契

　　約や多重債務等に関する相談

金／消費生活・家庭相談【玉那覇 良江】･･･訪問販売、契約の

　　トラブル、サラ金等の借金問題や親子・夫婦間の悩み、

　　近隣トラブルなどの相談

問  合 せ　西原町社会福祉協議会
　　　　　　☎945-3651 または  ☎835-8822
　　　　　　FAX946-6777

　

相談日時　毎月第１・第３火曜日（相談日が祝日の場合は翌週）
　　　　　10時～16時（12時～13時を除く）

相 談 員　大城 絵美

問 合 せ　総務部総務課　☎945-5011

相談日時　月～金曜日　8時30分～17時15分

　　　　　　　　　　　（12時～13時を除く）

相 談 員　内間安延、佐久川弥生、下地裕子、小波津米子

問  合  せ　教育相談室（西原町中央公民館内）
　　　　　☎944-3603

相談日時　随時

相 談 員　新垣 朝憲

問 合  せ　行政苦情110番　☎0570-090-110
　　　　　総務部総務課　  ☎945-5011

　　

相談日時　随時

相 談 員　新島 悟、仲宗根 好美、下地宏邦

　　　　　與那嶺 等、伊礼 キヨ

問 合  せ　総務部総務課　☎945-5011

相談日時　随時

相 談 員　玉城、与那嶺、新垣

問 合 せ　西原町地域包括支援センター  ☎882-0117

日常生活のあらゆる相談に乗ります。曜日ごとに
専門の相談員が対応しますので、お気軽にご連絡ください。

生活に関わること、どこに相談したらいいか分か
らないことなど、どんな悩みでも相談を受けます。

なんでも相談
（窓口相談）

総合相談 不登校の児童・生徒や保護者への支援や助言を行います。教育相談

行政相談 国などの行政機関に対する苦情や要望に関する相談

近所とのトラブル、家庭内のもめごと、いじめ、離婚、
ＤＶなどによる人権に関する相談人権相談

高齢者やそのご家族などからの
介護や保健、福祉に関する相談 

地域包括支援センター

みや　ら　　りつ　こ

おお  しろ     え     み

たま   な    は　   よ し   え

お お し ろ　 え 　み

うち   ま   やす  のぶ

にい じま   さとる な か  そ    ね     よ し   み しも　じ　ひろ　くに

た ま   き よ　 な  み ね あら   かき

よ　 な  み ね  ひとし い  れ い

さ   く   がわ   や  よ い こ    は    つ   よ ね  こ

ぎ    ま     ゆう  こ

か き の は な   ほ う じゅん

あら  かき    とも  のり

町内相談機関 ～悩みは抱え込まず、お気軽にご相談ください～

しも    じ  ひろ  こ

で
�
び
る

で
�
び
る

で
�
び
る

お
知
ら
せ

【平成28年5月31日現在】　人口： (男)17,704人  (女) 17,469人  (男女計)35,173人　 世帯数：13,878世帯

ご
　
や
　ひ
ろ
ゆ
き

愛
の
贈
り
物

平
成
28
年
度
　

西
原
町
道
路
・河
川
愛
護
デ
ー

県
産
品
を
楽
し
み
ま
し
ょ
う

〜
じ
ょ
う
と
ー
む
ん
　
使
う
よ
ろ
こ
び
　
県
産
品
〜

事
業
主
向
け
の
雇
用
支
援
に
つ
い
て

農
業
を
始
め
た
い

あ
な
た
を
応
援
し
ま
す
！

「
盆
踊
り
講
習
会
」参
加
者
募
集
！

【
職
種
】

・
消
防
職
Ⅰ（
一
般
）

・
消
防
職
Ⅱ（
救
急
救
命
士
）

平
成
29
年
度
東
部
消
防
組
合

職
員
採
用
試
験
に
つ
い
て

障
害
者
委
託
訓
練
生
の

募
集
に
つ
い
て

　
広
報
に
し
は
ら
6
月
号
の
ま
ち
の
話
題

（
12
ペ
ー
ジ
）
の『
工
業
資
格
で
日
本
一
』

の
記
事
に
お
い
て
、
新
垣
賢
悟
さ
ん
の
出

身
校
を「
浦
添
工
業
高
校
」と
し
て
い
ま
し

た
が
、正
し
く
は「
沖
縄
工
業
高
校
」で
す
。

お
詫
び
し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
。

お
詫
び

あ
ら
か
き
け
ん
ご

日本年金機構  浦添年金事務所　☎877-0343
【お問い合わせ】　総務部町民課  年金係　☎945-5012

種　　目

固定資産税　　　　（2期）

国民健康保険税　　（1期）

後期高齢者医療保険料  （1期）

介護保険料　　　　（1期）

8月1日（月）

8月1日（月） 7月25日（月）

7月11日（月）

学校給食費　　　（6月分）

保育所保育料　　（7月分）

幼稚園保育料　　（7月分）

預かり保育料　　（7月分）

納 期 限 口座振替日

納め忘れに
ご注意！
納め忘れに
ご注意！
納め忘れに
ご注意！
納め忘れに納め忘れに納め忘れに納め忘れに納め忘れに納め忘れに納め忘れに納め忘れに納め忘れに納め忘れに

熊
本
県
に
住
所
ま
た
は

事
業
所
を
有
す
る
方
へ

必要書類
●本人が申請する場合  ：身分証明書
●代理人が申請する場合：代理人の身分証明書・印鑑
（代理人が同一世帯でない場合は委任状が必要）

・さかのぼって申請の対象とできる期間は、申請書の提
　出日の２年１ヶ月前の日までです。
・離職などをされた方は、別途証明書類が必要となる
　場合があります。

詳細は下記までお問い合わせください。

国民年金保険料
免除等の申請について
国民年金保険料

免除等の申請について
平成28年度（平成28年７月～平成29年６月）の
国民年金保険料免除申請の受付が7月から
始まります。


